
船舶事故調査報告書 

平成２９年５月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２８年１２月１８日 ０３時５０分ごろ 

発生場所 徳島県鳴門市飛
とび

島南東岸 

 鳴門飛島灯台から真方位２１５°５５ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１３.９′ 東経１３４°３８.９′） 

事故の概要  漁船第８隆幸
りゅうこう

丸は、北進中、岩礁に乗り揚げた。 

事故調査の経過 平成２８年１２月１９日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第８隆幸丸、１６.２５トン 

 ＫＯ２－５４６３（漁船登録番号）、個人所有 

 第２８２－１６０５８号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型 

甲板員Ａ、一級小型（５トン限定）・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 右舷船底部外板に亀裂 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮流 南流約５ノット（kn） 

 事故の経過  本船は、船長及び甲板員Ａほか２人が乗り組み、漁の餌を買い付け

る目的で、兵庫県姫路市家島に向けて高知県中土佐町久礼港を出港し

た。 

 本船は、鳴門海峡の飛島南東方沖を北進中、単独で船橋当直中の甲

板員Ａが、右舷船首方約０.４海里に反航船を認めて左舵を取ったと

ころ、約５knの潮流に圧流され、飛島南東岸の岩礁に乗り揚げた。 

 本船は、船長が１１８番通報を行った後、自然離礁し、徳島県徳島

小松
こ ま つ

島港に向かった。 

 甲板員Ａは、潮流が予想していたよりも速かったと本事故後に思っ

た。 

分析 本船は、甲板員Ａが反航船を避けようと左舵を取ったところ、約５

kn の潮流に圧流されたことから、飛島南東岸の岩礁に乗り揚げたもの

と考えられる。 

原因  本事故は、夜間、甲板員Ａが反航船を避けようと左舵を取ったとこ

ろ、本船が、約５kn の潮流に圧流されたため、飛島南東岸の岩礁に乗

り揚げたものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・潮流の状況を把握し、潮流の影響を考慮した操船を行うこと。 
 


